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平成19年 3月13日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1860号

１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
一
三

五
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
（
一
三

六
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出

（
一
三
七
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
変
更
の
届
出

（
一
三
八
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出

（
一
三
九
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
一

四
〇
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届

出
（
一
四
一
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届

出
（
一
四
二
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
（
一
四
三
・
環
境
整

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
争
議
行
為
の
予
告
（
一
四
四
・
雇
用
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
基
本
測
量
終
了
の
通
知
（
一
四
五
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
公
共
測
量
終
了
の
通
知
（
一
四
六
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
12

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（
情
報
公
開

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
二
五
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
二
六
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
二
一
五
四
三
三

〇
五
七
二
二
一
五
三
九
〇

〇
五
七
〇
四
一
五
四
一
四

〇
五
七
〇
五
一
五
四
八
六

〇
五
七
一
二
一
五
五
四
〇

〇
五
七
〇
四
一
五
五
三
九

〇
五
七
〇
四
一
五
六
〇
四

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
六
本
杉
六
十
六
番
地
十
五

山
本
郡
三
種
町
森
岳
字
上
台
十
一
番
地
の
三

大
館
市
軽
井
沢
字
下
岱
二
十
番
地
二
十

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
北
竹
原
九
十
六

大
館
市
御
成
町
二
丁
目
四
番
十
五
号

大
館
市
赤
館
町
四
番
五
号

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
ほ
の
か

能
代
市
山
本
郡
養
護
老
人
ホ
ー
ム

組
合

社
会
福
祉
法
人
大
館
市
社
会
福
祉

事
業
団

株
式
会
社
大
協

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ

の
の
は
な

株
式
会
社
　
フ
ィ
ー
ル
・
ラ
イ
フ

有
限
会
社
よ
う
こ
う

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ほ
の
か
訪
問
介
護
事
業
所

養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま
も
と
訪
問
介
護
事
業

所成
章
園
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
太
陽

訪
問
介
護
事
業
所
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
の
は
な

訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
よ
う
こ
う
赤
館

（
訪
問
介
護
）
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〇
五
七
一
二
一
五
五
四
〇

〇
五
七
〇
四
一
五
五
三
九

〇
五
七
〇
四
一
五
六
〇
四

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
北
竹
原
九
十
六

大
館
市
御
成
町
二
丁
目
四
番
十
五
号

大
館
市
赤
館
町
四
番
五
号

の
の
は
な

株
式
会
社
　
フ
ィ
ー
ル
・
ラ
イ
フ

有
限
会
社
よ
う
こ
う

平
成
十
九
年
二
月
一

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

訪
問
介
護
事
業
所
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
の
は
な

訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
よ
う
こ
う
赤
館

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
一
五
五
九
二

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
上
北
手
百
崎
字
二
タ
子
沢
一
番
地
六

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
成
光
会

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

介
護
老
人
保
健
施
設
か
み
の
里

（
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
一
五
四
七
七

〇
五
七
〇
一
一
五
五
〇
一

〇
五
七
〇
六
一
五
五
七
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
添
川
字
境
内
川
原
百
四
十
二
番
地
一

秋
田
市
牛
島
東
二
丁
目
一
番
九
号

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
脇
本
百
三
十
八
番
地

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
秋
田
温
泉
さ
と
み

企
業
組
合
さ
く
ら
家

株
式
会
社
こ
う
し
ん

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
四
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

さ
と
み
温
泉
ゆ
っ
た
り
倶
楽
部

企
業
組
合
さ
く
ら
家

脇
本
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
げ
ん
き

（
通
所
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
一
五
四
五
一

〇
五
七
〇
一
一
五
五
二
七

〇
五
七
〇
一
一
五
五
五
〇

〇
五
七
〇
七
一
五
五
六
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
金
足
小
泉
字
潟
向
三
十
九
番
地
一

秋
田
市
土
崎
港
中
央
一
丁
目
十
七
番
二
十
三
号

秋
田
市
御
所
野
下
堤
二
丁
目
一
番
七
│
一
号

湯
沢
市
小
野
字
東
堺
七
十
七
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

来
楽
株
式
会
社

医
療
法
人
明
光
会

有
限
会
社
エ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
秋
田

医
療
法
人
せ
い
と
く
会

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
二
十
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
「
美
し
き
郷
」

医
療
法
人
明
光
会
五
十
嵐
記
念
病
院
短
期
入

所
生
活
介
護
施
設
在
宅
総
合
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
な
か
ま
ど
の
街

医
療
法
人
せ
い
と
く
会
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所

（
短
期
入
所
生
活
介
護
）
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秋
田
県
告
示
第
百
三
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
一
五
四
八
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
大
協

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
太
陽

（
福
祉
用
具
貸
与
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
一
五
四
八
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
大
協

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
太
陽

（
特
別
福
祉
用
具
販
売
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
四
一
五
三
六
四

〇
五
七
〇
二
一
五
三
七
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
館
市
住
吉
町
一
番
二
十
号

能
代
市
落
合
字
上
悪
土
百
六
十
二
番
地

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
　
か
ん
き
ょ
う

株
式
会
社
　
か
ん
き
ょ
う

指

定

年

月

日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ケ
ア
プ
ラ
ザ
か
ん
き
ょ
う
大
館
店

ケ
ア
プ
ラ
ザ
か
ん
き
ょ
う
能
代
店

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
二
一
五
三
八
二

〇
五
七
〇
四
一
五
四
〇
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

山
本
郡
三
種
町
森
岳
字
上
台
十
一
番
地
の
三

大
館
市
軽
井
沢
字
下
岱
二
十
番
地
二
十

事
　
　
業
　
　
者

能
代
市
山
本
郡
養
護
老
人
ホ
ー
ム

組
合

社
会
福
祉
法
人
大
館
市
社
会
福
祉

事
業
団

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま
も
と
外
部
サ
ー
ビ
ス

利
用
型
特
定
施
設

大
館
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
成
章
園
外
部
サ
ー

ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
事
業
所

（
特
別
施
設
入
居
者
生
活
介
護
）

〇
五
七
〇
七
一
五
五
六
五

湯
沢
市
小
野
字
東
堺
七
十
七
番
地
一

医
療
法
人
せ
い
と
く
会

平
成
十
九
年
二
月
一
日

医
療
法
人
せ
い
と
く
会
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所
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秋
田
県
告
示
第
百
三
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
四
一
五
三
六
四

〇
五
七
〇
二
一
五
三
七
六

〇
五
七
〇
一
一
五
四
六
九

〇
五
七
二
三
一
五
四
二
二

〇
五
七
〇
四
一
五
四
四
八

〇
五
七
〇
一
一
五
五
一
九

〇
五
七
〇
一
一
五
四
九
三

〇
五
七
〇
一
一
五
五
八
四

〇
五
七
〇
四
一
五
六
一
二

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
館
市
住
吉
町
一
番
二
十
号

能
代
市
落
合
字
上
悪
土
百
六
十
二
番
地

秋
田
市
金
足
小
泉
字
潟
向
三
十
九
番
地
一

南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
下
夕
町
八
番
地
一

大
館
市
御
成
町
二
丁
目
四
番
十
五
号

秋
田
市
寺
内
イ
サ
ノ
百
一
番
地
　
ア
ル
フ
ァ
コ
ー
ト
一
Ｆ

秋
田
市
牛
島
東
六
丁
目
十
八
番
六
号

秋
田
市
飯
島
飯
田
二
丁
目
九
番
二
十
八
号

大
館
市
赤
館
町
四
番
五
号

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
　
か
ん
き
ょ
う

株
式
会
社
　
か
ん
き
ょ
う

来
楽
株
式
会
社

合
同
会
社
春
風

株
式
会
社
　
フ
ィ
ー
ル
・
ラ
イ
フ

株
式
会
社
東
北
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

有
限
会
社
ニ
ュ
ー
サ
ポ
ー
ト
秋
田

有
限
会
社
福
寿
の
会

有
限
会
社
よ
う
こ
う

指

定

年

月

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
二
月
十
六
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ケ
ア
プ
ラ
ザ
か
ん
き
ょ
う
大
館
店

ケ
ア
プ
ラ
ザ
か
ん
き
ょ
う
能
代
店

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
「
美
し
き
郷
」

春
風
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り

た
ん
ぽ
ぽ
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

有
限
会
社
ニ
ュ
ー
サ
ポ
ー
ト
秋
田

福
寿
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
よ
う
こ
う
赤
館

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
二
一
三
一
三
二

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

助
っ
人
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

変
　
　
更
　
　
前

助
っ
人
サ
ー
ビ
ス

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

能
代
市
落
合
字
落
合
八
十
四
番
地
三

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

変
　
更
　
年
　
月
　
日

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
更
　
　
前

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称
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秋
田
県
告
示
第
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
六
〇
四
七

〇
五
七
〇
二
〇
三
五
六
二

〇
五
七
〇
一
一
〇
七
二
六

〇
五
七
〇
一
一
三
八
四
五

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

平
成
十
九
年
二
月
十
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
五
番
地
十
一

能
代
市
字
機
織
轌
ノ
目
二
百
三
番
地

秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
二
百
三
十
三
番
地
の
五

十
九

秋
田
市
新
屋
表
町
四
番
三
号

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
二
十
四
番
地
三
十
一

能
代
市
鰄
渕
字
一
本
柳
百
三
十
六
番
地

秋
田
市
土
崎
港
中
央
三
丁
目
四
番
四
十
号

秋
田
市
新
屋
表
町
四
番
五
号

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
県
高
齢
協
秋
田
西
事
業
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ニ
ュ
ー
ハ
ピ
ネ
ス
扇

寿ま
ほ
ろ
ば
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

や
さ
し
い
手
秋
田
も
も
さ
だ

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
〇
一
九
〇
二
四
一

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
外
旭
川
字
三
後
田
二
百

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
外
旭
川
字
三
後
田
百
四
十
二

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

外
旭
川
病
院
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
五
〇
二
五
〇

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

光
峰
苑
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ケ
ア
ホ
テ
ル
鶴
木
台

変
　
　
更
　
　
前

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
光
峰
苑

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
市
添
川
字
鶴
木
台
六
十
五
番
三

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
二
五
一
八

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

居
宅
介
護
支
援
ゆ
う
ゆ
う

変
　
　
更
　
　
前

居
宅
介
護
支
援
ひ
ま
わ
り
の
里

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
浜
三
川
字
小
山
口
二
十
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秋
田
県
告
示
第
百
四
十
号

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
二
五
一
八

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

居
宅
介
護
支
援
ゆ
う
ゆ
う

変
　
　
更
　
　
前

居
宅
介
護
支
援
ひ
ま
わ
り
の
里

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
浜
三
川
字
小
山
口
二
十

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
六
〇
四
七

〇
五
七
〇
一
〇
九
八
七
六

〇
五
七
〇
五
〇
二
五
一
八

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
五
番
地
十
一

秋
田
市
外
旭
川
字
三
後
田
二
百

由
利
本
荘
市
一
番
堰
百
四
十
二
番
地
一

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
二
十
四
番
地
三
十
一

秋
田
市
外
旭
川
字
三
後
田
百
四
十
二

由
利
本
荘
市
浜
三
川
字
小
山
口
二
十

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
県
高
齢
協
秋
田
西
事
業
所

外
旭
川
病
院
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

居
宅
介
護
支
援
ひ
ま
わ
り
の
里

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
七
九
四
七

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
東
梵
天
九
十
七
番
地
二

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
よ
ろ
津
や

廃

止

年

月

日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

み
ら
い
工
房

（
福
祉
用
具
貸
与
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
七
九
四
七

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
東
梵
天
九
十
七
番
地
二

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
よ
ろ
津
や

廃

止

年

月

日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

み
ら
い
工
房

（
特
定
福
祉
用
具
販
売
）
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の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
二
一
五
四
三
三

〇
五
七
二
二
一
五
三
九
〇

〇
五
七
〇
四
一
五
四
一
四

〇
五
七
二
三
〇
二
九
八
二

〇
五
七
〇
七
一
二
七
〇
三

〇
五
七
〇
五
一
五
四
八
六

〇
五
七
一
二
一
五
五
四
〇

〇
五
七
〇
四
一
五
五
三
九

〇
五
七
二
六
一
〇
五
三
三

〇
五
七
二
六
〇
一
四
二
五

〇
五
七
〇
四
一
五
六
〇
四

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
六
本
杉
六
十
六
番
地
十
五

山
本
郡
三
種
町
森
岳
字
上
台
十
一
番
地
の
三

大
館
市
軽
井
沢
字
下
岱
二
十
番
地
二
十

南
秋
田
郡
五
城
目
町
西
磯
ノ
目
一
丁
目
六
番
地
ノ
十

湯
沢
市
愛
宕
町
三
丁
目
二
│
九

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
北
竹
原
九
十
六

大
館
市
御
成
町
二
丁
目
四
番
十
五
号

大
仙
市
清
水
字
南
谷
地
七
十
一
│
二

大
仙
市
大
曲
あ
け
ぼ
の
町
十
六
番
四
十
七
号

大
館
市
赤
館
町
四
番
五
号

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
ほ
の
か

能
代
市
山
本
郡
養
護
老
人
ホ
ー
ム

組
合

社
会
福
祉
法
人
大
館
市
社
会
福
祉

事
業
団

社
会
福
祉
法
人
五
城
目
町
社
会
福

祉
協
議
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ァ
ミ
ー

ユ株
式
会
社
大
協

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ

の
の
は
な

株
式
会
社
　
フ
ィ
ー
ル
・
ラ
イ
フ

有
限
会
社
元
気
で
ね
ッ
ト

秋
田
お
ば
こ
農
業
協
同
組
合

有
限
会
社
よ
う
こ
う

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ほ
の
か
訪
問
介
護
事
業
所

養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま
も
と
訪
問
介
護
事
業

所成
章
園
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

五
城
目
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
さ
わ
や
か
サ
ポ
ー
ト

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
太
陽

訪
問
介
護
事
業
所
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
の
は
な

訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り

元
気
で
ね
ッ
ト
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば
こ
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
よ
う
こ
う
赤
館

（
介
護
予
防
訪
問
介
護
）
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介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
〇
一
九
〇
〇
二
七

〇
五
六
二
三
九
〇
〇
七
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
太
平
八
田
字
藤
の
崎
二
百
三
十
一
番
地
の
三

南
秋
田
郡
五
城
目
町
西
磯
ノ
目
一
丁
目
六
番
地
ノ
十

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
晃
和
会

社
会
福
祉
法
人
五
城
目
町
社
会
福

祉
協
議
会

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

大
平
荘
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

五
城
目
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
介
護
予
防
訪
問
看
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
一
〇
一
一
二
八
四
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
泉
馬
場
十
五
│
二
十

事
　
　
業
　
　
者

能
登
谷
整
形
外
科
医
院

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

能
登
谷
整
形
外
科
医
院

（
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
六
〇
二
二
〇
九

〇
五
七
二
六
〇
六
八
六
一

〇
五
七
〇
七
〇
八
七
五
〇

〇
五
七
〇
一
一
五
四
七
七

〇
五
七
〇
一
一
五
五
〇
一

〇
五
七
〇
六
一
五
五
七
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
三
番
地
十
六

仙
北
市
角
館
町
上
菅
沢
百
六
十
八
│
一

湯
沢
市
愛
宕
町
三
丁
目
二
│
三
十

秋
田
市
添
川
字
境
内
川
原
百
四
十
二
番
地
一

秋
田
市
牛
島
東
二
丁
目
一
番
九
号

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
脇
本
百
三
十
八
番
地

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
菅
原

有
限
会
社
菅
原

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ァ
ミ
ー

ユ株
式
会
社
秋
田
温
泉
さ
と
み

企
業
組
合
さ
く
ら
家

株
式
会
社
こ
う
し
ん

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
四
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ひ
な
た

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
あ
さ
ひ

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ふ
ぁ
み
ー
ゆ

さ
と
み
温
泉
ゆ
っ
た
り
倶
楽
部

企
業
組
合
さ
く
ら
家

脇
本
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
げ
ん
き

（
介
護
予
防
通
所
介
護
）
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介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
一
五
四
五
一

〇
五
七
一
二
一
三
七
九
二

〇
五
七
〇
七
一
五
五
六
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
金
足
小
泉
字
潟
向
三
十
九
番
地
一

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
三
番
地
七
十
三

湯
沢
市
小
野
字
東
堺
七
十
七
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

来
楽
株
式
会
社

有
限
会
社
菅
原

医
療
法
人
せ
い
と
く
会

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
「
美
し
き
郷
」

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ひ
だ
ま
り

医
療
法
人
せ
い
と
く
会
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所

（
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
二
一
三
六
〇
三

〇
五
七
〇
八
〇
七
二
四
八

〇
五
七
〇
八
〇
八
七
三
三

〇
五
七
〇
五
一
五
四
八
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

能
代
市
河
戸
川
字
南
後
田
六
十
番
地
二

大
仙
市
富
士
見
町
八
│
十
七
│
二

大
仙
市
大
曲
あ
け
ぼ
の
町
十
六
番
四
十
七
号

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
ぽ
ら
り
す

有
限
会
社
ク
リ
ー
ン
サ
プ
ラ
イ

秋
田
お
ば
こ
農
業
協
同
組
合

株
式
会
社
大
協

指

定

年

月

日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

有
限
会
社
ぽ
ら
り
す
レ
ン
タ
ル
事
業
部

有
限
会
社
ク
リ
ー
ン
サ
プ
ラ
イ
県
南

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば
こ
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
太
陽

（
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
二
一
五
三
八
二

〇
五
七
〇
四
一
五
四
〇
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

山
本
郡
三
種
町
森
岳
字
上
台
十
一
番
地
の
三

大
館
市
軽
井
沢
字
下
岱
二
十
番
地
二
十

事
　
　
業
　
　
者

能
代
市
山
本
郡
養
護
老
人
ホ
ー
ム

組
合

社
会
福
祉
法
人
大
館
市
社
会
福
祉

事
業
団

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま
も
と
外
部
サ
ー
ビ
ス

利
用
型
特
定
施
設

大
館
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
成
章
園
外
部
サ
ー

ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
事
業
所

（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
）
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秋
田
県
告
示
第
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
の
規

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
一
五
四
八
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
大
協

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
太
陽

（
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
七
九
四
七

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
東
梵
天
九
十
七
番
地
二

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
よ
ろ
津
や

廃

止

年

月

日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

み
ら
い
工
房

（
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
七
九
四
七

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
東
梵
天
九
十
七
番
地
二

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
よ
ろ
津
や

廃

止

年

月

日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

み
ら
い
工
房

（
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
）

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
六
〇
四
七

〇
五
七
〇
二
〇
三
五
六
二

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
五
番
地
十
一

能
代
市
字
機
織
轌
ノ
目
二
百
三
番
地

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
二
十
四
番
地
三
十
一

能
代
市
鰄
渕
字
一
本
柳
百
三
十
六
番
地

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
県
高
齢
協
秋
田
西
事
業
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ニ
ュ
ー
ハ
ピ
ネ
ス
扇

寿
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秋
田
県
告
示
第
百
四
十
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三

十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
当
該
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
に
係
る
変
更
を
行
う
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ

す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」

と
い
う
。
）
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
同
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し

利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を

知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
合
資
会
社
五
十
嵐
建
設

（二）

住
所
　
横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
浅
舞
六
十
八
番
地

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
代
表
取
締
役
　
五
　
十
　
嵐
　
幸
　
一

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

横
手
市
平
鹿
町
醍
醐
字
下
佐
戸
川
十
二
番
地
二
、
十
二
番
地
四
、
十
二

番
地
五
、
十
九
番
地
二
、
十
六
番
地
一
、
十
六
番
地
六
、
十
二
番
地
一
の

内
及
び
十
二
番
地
六
の
内

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政

令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施

設
及
び
同
条
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

木
く
ず
、
紙
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
塩
化
ビ
ニ
ー

ル
系
を
除
く
。
）
、
ゴ
ム
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及

び
陶
磁
器
く
ず
（
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
う
ち
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
申
請
年
月
日
　
平
成
十
九
年
二
月
七
日

六
　
申
請
書
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

（一）

縦
覧
場
所

（１）

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
六
号
　
秋
田
県
平
鹿
地
域
振
興
局

福
祉
環
境
部

（２）

横
手
市
大
雄
字
三
村
東
十
八
番
地
　
横
手
市
福
祉
環
境
部
環
境
課

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
九
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
二
日
ま
で

（三）

縦
覧
時
間
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七
　
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

（一）

提
出
期
限
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
六
日

（二）

提
出
先
　
六
（一）
に
同
じ
。

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
四
号

平
成
十
九
年
三
月
二
日
中
通
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
草
皆
千
枝
子
か

ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
労
働
関
係
調

整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
事
件

（一）

賃
金
及
び
一
時
金
に
関
す
る
こ
と
。

（二）

職
員
増
員
に
関
す
る
こ
と
。

（三）

労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
日
時

平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
以
降
事
件
解
決
の
時
ま
で
、
連
日
又
は
短
時

間
に
わ
た
っ
て
行
う
。

三
　
場
所

秋
田
市
中
通
五
丁
目
九
番
二
十
二
号
　
　
　
　
　
医
療
法
人
明
和
会
本

部

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
三
番
十
五
号
　
　
　
　
　
中
通
総
合
病
院

秋
田
市
中
通
六
丁
目
一
番
五
十
八
号
　
　
　
　
　
中
通
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院
及
び
中

通
歯
科
診
療
所

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号
　
　
　
　
　
港
北
中
通
診
療
所

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
四
番
十
七
号
　
　
　
　
　
中
通
健
康
ク
リ
ニ
ッ

ク

秋
田
市
仁
井
田
潟
中
町
二
番
四
十
一
号
　
　
　
　
ふ
き
健
診
ク
リ
ニ
ッ

ク

秋
田
市
中
通
六
丁
目
十
四
番
十
八
号
　
　
　
　
　
南
通
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
及
び
南
通

在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号
　
　
　
　
　
港
北
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

秋
田
市
新
屋
勝
平
町
三
番
二
十
一
号
　
　
　
　
　
割
山
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

秋
田
市
手
形
十
七
流
十
番
十
一
号
　
　
　
　
　
　
手
形
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

秋
田
市
楢
山
登
町
三
番
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
中
通
高
等
看
護
学
院

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
四
番
三
号
　
　
　
　
　
　
　
大
曲
中
通
病
院

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
〇
一
九
〇
二
四
一

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
外
旭
川
字
三
後
田
二
百

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
外
旭
川
字
三
後
田
百
四
十
二

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

外
旭
川
病
院
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〇
五
七
〇
二
〇
三
五
六
二

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

能
代
市
字
機
織
轌
ノ
目
二
百
三
番
地

能
代
市
鰄
渕
字
一
本
柳
百
三
十
六
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ニ
ュ
ー
ハ
ピ
ネ
ス
扇

寿
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大
仙
市
大
曲
上
栄
町
一
番
九
号
　
　
　
　
　
　
　
大
曲
中
通
歯
科
診
療

所

大
仙
市
大
曲
栄
町
十
三
番
六
十
三
号
　
　
　
　
　
大
曲
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
二
丁
目
三
番
二
十
七
号
　
大
曲
み
な
み
ク
リ
ニ

ッ
ク

四
　
概
要

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
患
者
の
保
安
要
員
若
干
名
を
除
く
す
べ
て
の

組
合
員
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
行
う
。

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
五
号

平
成
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
十
四
号
の
基
本
測
量
に
つ
い
て
、
平
成

十
九
年
一
月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
六
号

平
成
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号
の
公
共
測
量
に
つ
い
て
、
平

成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
仙
北
市
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た

の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
十
九
年
度
秋
田
県
広
報
一
括
委
託
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
知
事
公
室
情
報
公
開
課
　
秋
田
県
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一

号
三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
二
月
十
六
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ポ
ッ
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
　
秋
田
県
秋
田
市
川
尻

大
川
町
四
番
七
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

一
億
三
百
四
十
六
万
七
千
三
百
十
九
円

六
　
随
意
契
約
の
理
由
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
き
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号

に
該
当

秋
選
管
告
示
第
二
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

五
十
分
の
一
の
数
　
　
一
九
、
〇
五
五

三
分
の
一
の
数
　
　
二
二
五
、
四
五
八

秋
選
管
告
示
第
二
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
挙
区
別

秋
田
市
　
　
　
　
　
八
五
、
〇
二
八

能
代
市
　
　
　
　
　
一
四
、
五
三
八

横
手
市
　
　
　
　
　
一
〇
、
八
一
〇

大
館
市
　
　
　
　
　
一
七
、
八
三
四

本
荘
市
　
　
　
　
　
一
二
、
一
四
四

男
鹿
市
　
　
　
　
　
　
八
、
一
五
一

湯
沢
市
　
　
　
　
　
　
九
、
二
〇
三

大
曲
市
　
　
　
　
　
一
〇
、
五
五
四

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
　
一
二
、
二
三
八

北
秋
田
郡
　
　
　
　
一
七
、
五
一
九

山
本
郡
　
　
　
　
　
一
二
、
九
六
〇

南
秋
田
郡
　
　
　
　
一
九
、
六
三
四

河
辺
郡
　
　
　
　
　
　
五
、
一
〇
〇

由
利
郡
　
　
　
　
　
二
〇
、
四
七
二

仙
北
郡
　
　
　
　
　
三
一
、
一
六
五

平
鹿
郡
　
　
　
　
　
一
八
、
〇
五
六

雄
勝
郡
　
　
　
　
　
一
二
、
一
八
三

平
成
十
六
年
三
月
十
六
日
（
第
千
五
百
五
十
五
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示

第
二
百
四
十
二
号
（
通
行
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
を
四
・
一
メ
ー
ト
ル
と

す
る
道
路
の
指
定
及
び
通
行
方
法
）

（
原
稿
誤
り
）

一
二
　
　
上
　
　
終
り
か
ら
　
　
同
町
天
王
字
棒
沼
　
同
町
天
王
字
蒲
沼

八
〜
七
　
台
二
百
四
十
七
番
　
九
十
二
番
一
地
先

十
九
地
先

〃

下
　
　
　
　
　
　
五
　
中
屋
敷
字
林
岱
三
　
中
屋
敷
字
林
台
三

十
四
番
一
地
先
　
　
十
四
番
一
地
先

〃

〃
　
　
　
九
〜
一
一
　
西
仙
北
町
刈
和
野
　
西
仙
北
町
刈
和
野

字
三
枚
橋
五
十
七
　
字
寄
騎
館
四
十
番

番
地
先
か
ら
同
町
　
二
か
ら
同
町
字
刈

刈
和
野
字
刈
和
野
　
和
野
二
百
九
十
九

二
百
九
十
九
番
地
　
番
地
先
ま
で

先
ま
で

〃

〃
　
　
一
七
〜
一
九
　
南
秋
田
郡
天
王
町
　
削
除

天
王
字
蒲
沼
九
十

二
番
一
地
先
か
ら

同
町
天
王
字
棒
沼

台
二
百
四
十
七
番

十
九
地
先
ま
で

〃

〃
　
　
終
り
か
ら
　
　
天
王
字
棒
沼
台
二
　
天
王
字
蒲
沼
九
十

一
八
　
百
四
十
七
番
十
九
　
二
番
一
地
先

地
先

〃

〃
　
　

〃

六
　
中
屋
敷
字
林
岱
三
　
中
屋
敷
字
林
台
三

十
四
番
一
地
先
　
　
十
四
番
一
地
先

公
　
　
　
　
　
　
告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　


